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労務 ROAD 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 
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▮年末調整 早めの準備を始めましょう VOL.979 

（2510-4） 

 

・地域別最低賃金の改定 
（北海道･宮城･茨城･栃木･ 
千葉･東京･神奈川･新潟･富
山･石川･福井･長野･岐阜･愛
知･滋賀･大阪･兵庫･鳥取･山
口･香川） 
 
・標準報酬月額の定時決定 
の反映(翌月徴収の場合)   
 
・年末調整の準備 
 

年末が近づくにつれて、給与計算や賞与の準備など業務が立て込みますが、「年末
調整」もその中で特に重要な手続きの一つです。 
今年(令和７年分)の年末調整では、一部の税制改正の影響を受ける点がある為、例
年以上に注意が必要です。 
今回は、特に注意していただきたい以下の３つのポイントを含め、早めに準備し
ていただきたい事項をまとめました。 
 

 

〇給与所得者の保険料控除申告書 

〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 

  兼 所得金額調整控除申告書 

〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 

 

 

1．改正により新たに扶養控除等の対象となる親族がいないか確認しましょう 

弊所で年末調整をさせていただいているお客様につきましては、１０月３１日必着

で書類を弊所までお送りいただけますよう、ご協力をお願いいたします。 

今年は高校卒業後〇周年

や、所属していたバレー部

創部〇周年など、なにかと

節目の年に当たる為、懐か

しい顔ぶれと集まって旧交

を深める機会に大変多く恵

まれています。 

会いたい人に会えるうちに

会う事の大切さを近年痛感

する機会が多いので、これ

からも一つひとつのご縁を

大事にしながら、日々を丁

寧に過ごしていきたいと感

じています。 

（茅原） 
 

令和７年の税制改正により、扶養控除等の対象となる親族の範囲に変更がありました。 

従業員の方に、新たに扶養控除等の対象となった親族がいないかを必ずご確認いただき、

該当する場合は以下の書類の提出が必要です。 

●必要書類 

「扶養控除等(異動)申告書」 

これまで控除対象外だった親族が、新たに対象となるケースがあります。 

対象となるかご不明な場合は、事前にご相談ください。 

 
2．「特定親族特別控除」を適用する場合は別途申告書が必要です 

今年の改正により「特定親族特別控除」が創設されました。これを受けるには、以下の

申告書が必要です。 

●必要書類 

「給与所得者の特定親族特別控除申告書」 

この申告書は、扶養控除等申告書とは別に提出していただく必要があります。 

※生計を一にする扶養親族のうち１９歳以上２３歳未満かつ合計所得金額が５８万超 

１２３万円以下の方が該当 

3．年末調整の計算は、改正後の控除額を前提に行いましょう 

令和７年分の所得税計算では、以下の控除額が見直されています 

■基礎控除額  ■給与所得控除額  ■扶養控除の要件 

そのため、年末調整時の所得金額の判定・控除額の計算を、改正後 

の数値で実施する必要があります。 

 
 

４．年末調整関係必要書類 

１～３の詳細については国税庁のホームページ 
(右のＱＲコードまたは以下のリンク)にてご確認いただけます 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf 

 

以下に該当する方は、添付書類が必要となります。 

□令和７年中に転職し、今の会社に入社した➡本年分の前職の源泉徴収票 

□生命保険料/地震保険料/損害保険料を支払っている➡保険会社から送付される証明書 

□令和７年中に国民年金や国民年金基金・国民健康保険を個人で直接支払った➡証明書

または領収書 ※国民健康保険は不要 

□小規模企業共済を支払っている➡小規模企業共済掛金払込証明書 

□住宅借入金等特別控除がある➡金融機関から送付される年末借入残高証明書・税務署

から送付される住宅借入金等特別控除申告書 

 


